
今月のイチオシ（2021 年 9 月号）  

 

 

1 / 6 

株式会社 構造ソフト 

 今月のイチオシ 
 

 

拡張情報             Q&A（適判等からの指摘事例） 

「BUILD.一貫 V」（Ver.1.500） ・・・P1  「BUILD.壁式Ⅴ」 Q&A  ・・・P6 

 
 

◆「BUILD.一貫 V」（Ver.1.500） 

・耐震壁の開口補強筋の検討を行うことができます。 

「BUILD.一貫 V」では「2010 年版 RC 規準」に準じて耐震壁の開口補強筋の検討を行うことができます。単一開口はもちろんのこ

と複数開口がある場合でもそれぞれの開口毎に検討を行って結果を出力します。また、「2015 年版 技術基準解説書」に準じ、保有

水平耐力計算時にも開口補強筋の検討を行います。 

耐震壁の開口補強

筋の検討を行いま

す。 

耐震壁の開口補強筋 

の検討を行います。  

2021 年 9 月号 
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・開口毎に開口補強筋を入力することができます。 

対話入力で「壁開口編集」画面を表示します。開口を入力し［開口補強］ボタンを押します。 

 

［開口補強］ボタン

を押します。 

 

 

「開口補強筋の設定」画面が表示されたら、次に開口補強筋断面を入力します。 

  

補強筋の算定計算をする場合は 

鉄筋径を指定して、 

鉄筋本数を空欄にします。 

補強筋の検定計算をする場合は 

鉄筋本数と鉄筋径の両方を 

指定します。 

 

 

・一括入力でも入力できます。 

建物データの [WME6]（各開口部の開口補強筋）で開口毎に入力します。入力の詳細については、ユーザーズマニュアル（ヘル

プ）を参照して下さい。 
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・1 つの耐力壁に複数の開口が配置されていても開口毎に検討を行います。 

耐震壁の開口補強筋の断面計算は、計算書の「断面計算の結果」－「耐震壁の断面計算結果」の「(6)開口補強筋の断面計算

結果」に出力します。複数開口がある場合、以下の出力のように「開口 1」「開口 2」として開口毎に検討を行っていることが分かります。 

 
 

 

 
 

 

開口１ 

開口２ 

▲4F 階 X1 通り Y1 軸 

##は、算定計算で 

あることを示します。 

 

なしは、開口補強筋

が必要なかったことを

示します。 

 



今月のイチオシ（2021 年 9 月号）  

 

 

4 / 6 

・複数の開口が重なっている場合は１つの包絡開口として検討を行います。 

複数の開口が重なっている場合は、1 つの包絡開口として検討を行います。包絡開口の場合、以下の出力のように「開口 1」として

1 つで検討されていることが分かります。 

 
 

 

▲3F 階 X1 通り Y2 軸 

１つの包絡開口として

検討を行います。 

開口１ 開口２ 
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・保有水平耐力計算時の開口補強筋の検討ではメカニズム時の設計用せん断力に対して検討します。 

保有水平耐力計算時の開口補強筋の検討結果は、計算書の「その他」－「耐震壁の開口補強筋の検討(保有)」に出力します。 

    

 

 

 

▲軸組図（Y3 通り） ▲応力図（Y3 通り） 

設計用せん断力 

1297[kN] 

 

 

・開口補強筋の検討に関して詳細な情報を知りたい方へのご案内 

弊社ホームページに掲載している以下の技術情報『技術基準および RC 規準改訂による開口補強筋の取り扱いについてわかりやす

く解説』では、開口補強筋の計算内容や計算例等を説明しています。より詳しく知りたい方は、併せてご参照下さい。 

https://www.kozosoft.co.jp/gijyutu/qa201711.html  

https://www.kozosoft.co.jp/gijyutu/qa201711.html
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◆「BUILD.壁式Ⅴ」 Q&A（適判等からの指摘事例） 

タイトル：計算書の「計算ルート」に出力されている“平成 13年国土交通省告示第1026号による計算”の結果はどこで確認で

きるか指摘された 

Ｑ．確認検査機関より、計算書の「計算ルート」に“平成 13 年国土交通省告示第 1026 号による計算”と出力されていますが、この計算結果はど

こで確認できますか？と指摘を受けました。どのように説明すればよいでしょうか？ 

 
 

A．この出力は、計算条件の設定で計算規準として「告示対応計算」を選択し、以下のフロー（ユーザーズマニュアル（PDF）の「1.3.2 (6) 1)平

13 国交告 1026 号対応構造計算フロー」）で計算したことを意味しています。 

 

構造計算フローが“平成 13 年国土交通省告示第 1026 号による計算”であることを示しているだけであり、“平成 13 年国土交通省告示第

1026 号による計算”としてまとめた出力や確認箇所があるわけではありません。 

なお、ユーザーズマニュアル（PDF）の P1-6 の「1)平 13 国交告 1026 号対応構造計算フロー」に記載された各検討を満足しない場合は、メ

ッセージを出力しますので“平成 13 年国土交通省告示第 1026 号による計算”が満足しているかどうかは、メッセージの有無で確認できます。 

※ 弊社ホームページの Q&A では、この他にも、適判等からの指摘事例の Q&A を 190 件以上、通常の Q&A を 3460 件以上掲載していま

すので、ご活用下さい。なお、Q&A の閲覧にはサポート会員登録が必要です。 

http://www.kozosoft.co.jp/support/qa.html
http://www.kozosoft.co.jp/support/toiawase.html

